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都道府県医師会長殿

日本医師会長

　唐　澤　祥　人

健康保険法施行規則及び保険医療機関及び保障薬局の指定

並びに保険医及ぴ保険薬剤師の登録に関する省令等について

　「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」（平成19

年法律第110号）等の施行に伴い、社会保険に密接に関わる事業者等（保険医療機関等及

び指定訪問看護事業者）による「医療保険又は年金保険の保険料」　（社会保険料）の自主的

な納付を促進する仕組みとして、長期間にわたって自主的な納付がない場合には、当該事業

者等の指定を認めないとする取扱いが、平成21年4月1日より施行され、関係省令・通知

等が発出されておりますのでご連絡申し上げます。

　具体的には、保険医療機関等の指定の欠格事由に『指定の申請等に係る病院等の開設者等

が、社会保険料について当該申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を

受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の

到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納していること』が追加されます。

　本規定は、平成21年4月1日以降に受けた滞納処分について適用されるものであり、同

年7月1目以降の指定における欠格事由となり得るものが対象となります。

　また、厚生労働大臣は、保険医療機関等の指定に関し必要があると認めるときは、当該指

定に係る病院等の開設者等の社会保険料の納付状況について、当該社会保険料を徴収する者

に対し、必要な書類の閲覧等を求めることができるものでありますが、当該権限について、

現在、保険医療機関等の指定に関する厚生労働大臣の権限を地方厚生（支）局長に委任して

いることを踏まえ、同様に地方厚生（支）局長に委任するものであります。

　なお、保険医療機関等の指定の欠格事由に関する具体的取扱い等につきましては、厚生労

働省より追って通知されることとなっておりますことを申し添えます。

〈添付資料〉

・健康保険法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤

　師の登録に関する省令の一部を改正する省令（平成21年厚生労働省令第84号）

　　（平21．3．31官報（号外第67号）写）

・国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律等の施行に

　ついて

　　（平21．3．31保発第0331020号　厚生労働省保険局長）
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令
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令
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す
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令
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容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

　
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

　
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
　
（
財
務
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生
労
働
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林
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産
・
経
済
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た
だ
し
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定
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教
職
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給
与
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要
す
る
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費
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の

　
最
高
限
度
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定
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る
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行
規
則
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す
る
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令
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す
る
法
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す
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令
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す
る
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機
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（
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人
法
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行
規
則
の
一
部
を
改

　
正
す
る
省
令
（
同
一
五
）

O
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

　
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る

　
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の

　
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

　
省
令
（
同
一
六
）
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統
計
法
及
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統
計
法
施
行
令
の
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行
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宍
二二茜二六二七天二九
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管
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養
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す
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試
験
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法
施
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規
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の
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す
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令
（
同
七
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）
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祉
用
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の
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究
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の
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進
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す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
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す
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同
七
二
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災
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行
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収
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す
る
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律
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規
則
及
び
厚
生
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働
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関
係
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に
よ
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健
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被
害
の
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す
る
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律
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の
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令
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年
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険
給
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す
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法
律
施
行
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則
の
一
部
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改
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す
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省
令
（
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七
六
）
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五

〇
雇
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法
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規
則
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の
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部
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す
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省
令
（
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七
七
）

O
労
働
者
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遣
事
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適
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な
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営
の
確
保

　
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
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関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
二
項
の

　
市
町
村
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
同
七
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
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定
法
施
行
規
則
の
一
部
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令
（
同
七
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）
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（
前
の
ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

O
職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
同
八
○
）

O
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部

　
を
改
正
す
る
省
令
（
同
八
一
）

O
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関

　
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
省
令
（
同
八
二
）

O
栄
養
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
省
令
（
同
八
三
）

六
四奎六

六

O
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
保
険
医
療
機

　
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医

　
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令

　
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
八
四
）

O
厚
生
労
働
省
設
置
法
第
十
六
条
第
九
項
の

　
規
定
に
よ
る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の

　
利
用
に
関
す
る
省
令
（
同
八
五
）

O
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定

　
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
八
六
）

O
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部

　
を
改
正
す
る
省
令
（
同
八
七
）

O
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
同
八
八
）

O
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

　
正
す
る
省
令
（
同
八
九
）

O
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を

　
改
正
す
る
省
令
（
同
九
〇
、
九
一
）

O
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

　
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
同
九
二
）

O
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額

　
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
同
九
三
）

O
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交

　
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

　
改
正
す
る
省
令
（
同
九
四
）

六
七

六
八

六
九

七
〇

七一七二

O
国
民
年
金
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
年
金
保

　
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
同
九
五
）

O
手
話
通
訳
を
行
う
者
の
知
識
及
び
技
能
の

　
審
査
・
証
明
事
業
の
認
定
に
関
す
る
省
令

　
（
同
九
六
）

O
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る

　
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
同
九
七
）

O
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為

　
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す

　
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等
に
関

　
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
同
九
八
）

O
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

　
す
る
省
令
（
同
九
九
）

O
公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業

　
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

　
令
（
厚
生
労
働
・
国
土
交
通
一
）

O
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め

　
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

　
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
農
林
水
産
一
八
）

O
エ
ネ
ル
ギ
」
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

　
法
律
第
八
十
七
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ

　
る
立
入
検
査
証
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の

　
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
一
九
）

O
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の

　
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
経
済
産
業
心
八
）

O
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
同
一
九
）

O
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

　
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
同
二
〇
）

七
八

七
九

八
○

八二九
四

九
五

九
七

O
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
員
の
講
習
に
関
す
る
規

　
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
二
一
）

O
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

　
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
国
土
交
通
二
八
）
■

O
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債

　
務
返
済
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

　
正
す
る
省
令
（
同
二
九
）
．

O
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

　
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

　
令
（
環
境
二
）

O
廃
棄
物
の
処
理
及
ぴ
清
掃
に
関
す
る
法
律

　
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
同
三
）

〔
規

則
〕

O
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
規
程
の

　
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
公
正
取
引
委
二
）

〔
告

示
〕

O
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の

　
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を

　
指
定
す
る
件
（
金
融
庁
八
）

O
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の

・
五
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
指
定

　
す
る
件
（
同
九
）

O
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

　
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照

　
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

　
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準

　
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
〇
）

O
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十

　
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会

　
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健

　
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を

　
改
正
す
る
件

　
　
（
金
融
庁
・
財
務
・
経
済
産
業
一
）

西
三

西
五

、
一
興

西
六

茜
七

O
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規

　
定
に
基
づ
き
、
労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫

　
連
合
会
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら

　
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ

　
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の

　
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
金
融
庁
・
厚
生
労
働
一
）

O
農
業
協
同
組
合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性

　
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
等
の
一
部
を
改

　
正
す
る
件
（
金
融
庁
・
農
林
水
産
一
）

O
平
成
十
九
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化

　
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
の
概
要
を

　
公
表
す
る
件
（
総
務
一
九
五
）

O
地
方
税
法
施
行
令
第
五
十
二
条
の
十
の
六

　
に
規
定
す
る
研
究
開
発
を
定
め
る
件

　
（
同
一
九
六
）

O
財
政
再
生
計
画
同
意
基
準
（
同
一
九
七
）

O
地
方
債
の
償
還
額
等
に
充
当
可
能
な
特
定

　
の
歳
入
の
額
を
算
定
す
る
た
め
の
基
準
を

　
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
一
■
九
八
）

O
地
方
道
路
公
社
に
係
る
収
入
見
込
額
及
び

　
支
出
見
込
額
の
算
定
の
基
準
を
定
め
る
件

　
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
九
九
）

O
損
失
補
償
債
務
等
に
係
る
一
般
会
計
等
負

　
担
見
込
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部

　
を
改
正
す
る
件
（
同
二
〇
〇
）

O
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
附
則
第
十
四

　
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣

　
が
指
定
す
る
共
済
組
合
を
定
め
る
件

　
（
同
二
〇
一
）

O
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
附
則
第
十
四

　
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣

　
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
（
同
二
〇
二
）

西
八一

茜

一七

ﾜ
一七

Z
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二
　
試
験
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に

　
　
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
試
験
業
務
が

　
　
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
三
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供

　
　
す
る
方
法
に
よ
り
、
技
能
検
定
の
実
施
職
種
、
実
施

　
　
期
日
、
実
施
場
所
、
技
能
検
定
受
検
申
請
書
の
提
出

　
　
期
限
そ
の
他
の
技
能
検
定
の
実
施
に
必
要
な
事
項
、

　
　
試
験
科
目
及
び
そ
の
範
囲
、
受
検
資
格
並
び
に
試
験

　
　
の
免
除
の
基
準
を
公
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
第
六
十
三
条
の
六
第
二
項
中
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一

号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
隻

　
二
　
合
否
基
準

　
三
　
合
否
基
準
及
び
実
技
試
験
澗
題
の
概
要
の
事
前
公

　
　
表
に
関
す
る
事
項

　
四
　
試
験
問
題
の
持
ち
帰
り
及
び
試
験
問
題
の
正
答
の

　
　
公
表
に
関
す
る
事
項

　
第
六
十
三
条
の
八
第
二
項
中
「
収
支
決
算
書
」
の
下
に

「
（
会
計
の
監
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
含
む
。
）
」

を
加
え
る
。

　
第
六
十
三
条
の
十
一
の
見
出
し
を
「
（
試
験
結
果
の
報
告

及
び
帳
簿
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。2

　
指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
を
実
施
し
た
と
き
は
、
受

　
検
者
の
受
検
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
試

　
験
の
成
績
、
合
格
し
た
者
の
合
格
証
書
の
番
号
並
び
に

　
合
格
証
書
を
交
付
す
る
年
月
日
を
記
載
し
た
帳
簿
を
作

　
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
六
十
三
条
の
十
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
六
十
三
条
の
十
四
　
指
定
試
験
機
関
は
、
第
六
十
三
条

　
の
五
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
・

　
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
及

　
び
こ
れ
ら
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
を
厚
生
労

　
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
六
十
四
条
の
七
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。2

　
前
項
の
受
検
資
格
は
、
職
業
訓
練
若
し
く
は
職
業
に

　
関
す
る
教
育
訓
練
の
受
講
の
経
験
又
は
実
務
の
経
験
を

　
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
二
以
上
の
指
定
試
験
機
関
が
同
一
の
検
定
職
種
に
つ

　
い
て
試
験
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
指

　
定
試
験
機
関
の
定
め
る
受
検
資
格
は
、
同
一
で
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　
第
六
十
五
条
の
二
第
三
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え

る
。2

　
前
項
の
試
験
の
免
除
の
基
準
は
、
技
能
検
定
の
実
技

　
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
同
一
の
検
定
職
種
に
係
る

　
実
技
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
及
び
技

　
能
検
定
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
同
一
の
検

　
定
職
種
に
係
る
学
科
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す

　
る
こ
と
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
第
一
項
の
試
験
の
免
除

　
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
者
に
対

　
し
、
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免

　
除
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
当
該
検
定
職
種
に
相
当
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に

　
　
よ
る
検
定
若
し
く
は
試
験
に
合
格
し
た
者
、
免
許
を

　
　
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

　
　
る
も
の
に
合
格
し
た
者

　
二
　
当
該
検
定
職
種
に
相
当
す
る
普
通
課
程
の
普
通
職

　
　
業
訓
練
又
は
応
用
課
程
若
し
く
は
専
門
課
程
の
高
度

　
　
職
業
訓
練
に
係
る
訓
練
科
に
関
し
、
的
確
に
行
わ
れ

　
　
た
と
認
め
ら
れ
る
技
能
照
査
に
合
格
し
た
者

　
三
　
当
該
検
定
職
種
に
相
当
す
る
訓
練
科
に
関
し
、
短

　
　
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
の
的
確
に
行
わ
れ
た
と
認

　
　
め
ら
れ
る
修
了
時
の
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
当
該

　
　
訓
練
を
修
了
し
た
者

4
　
二
以
上
の
指
定
試
験
機
関
が
同
一
の
検
定
職
種
に
つ

　
い
て
試
験
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
指

　
定
試
験
機
関
の
定
め
る
試
験
の
免
除
の
基
準
は
、
同
一

　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。O

厚
生
労
働
省
令
第
八
十
二
号

　
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
を
実
施
す
る
た
め
、
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
舛
添
要
一

　
　
　
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法

　
　
　
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
指
定
の
基
準
）

第
二
条
の
二
　
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基

　
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す

　
る
。

　
一
　
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実

　
　
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
職
員
が
確
保
さ
れ
て
い

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実

　
　
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
務
所
そ
の
他
の
設
備

　
　
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
三
　
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
経
理
が
、

　
　
申
請
者
の
行
う
他
の
業
務
に
係
る
経
理
と
区
分
し
て

　
　
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
四
　
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を

　
　
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
同
条
に
規
定
す
る
業
務
が
不
公
正
に
な
る
お

　
　
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
岬
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

O
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
三
号

　
栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

第
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
栄
養
士
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
栄
養
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
栄
養
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」

に
改
め
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と

し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　
二
　
法
第
五
条
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る
権
限

　
第
二
十
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
さ
れ
た

　
権
限
は
、
・
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、

　
地
方
厚
生
局
長
が
当
該
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ

　
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

O
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
四
号

　
国
民
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
百
五
条
及
び
保
険
医
療
機

関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
■
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七

号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医

及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録

　
　
　
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
百
五
十
九
条
第
串
項
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
十
の
二
　
法
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三

　
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
様
式
第
一
号
中
「
（
第
一
条
関
係
ご
を
「
（
第
三
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
号
（
表
面
）
中
「
ω
珈
叫
洋
舞
舗
“
珈
」
・
を

　
「
諮
o
o
砲
サ
①
糠
㎝
畑
辮
d
」
に
、
「
頴
ω
O
勘
S
ご
を
「
識
ω
O
冷
S
＝
」
に
改
め
、
同
号
（
裏
面
）
を
次
の
よ
う
に

　
改
め
る
。
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（
畑

圃
）

跳
＞
旨
S
酵
軸

廿
賄
醐
旨
q
斉
e
4
◎
」
㊥
’
◎
淵
q
◎
S
薗
貫
’
鶏
脹
S
憐
“
磁
O
d
囲
α
臼
伴
。

　
　
洋
識
C
’
◎
S
酋
育
U
σ
バ
π
」
網
潟
一
〇
〇
相
同
〇
血
目
m
晋
δ
C
洋
識
謎
δ
貨
G
團
ゆ
×
π
鰍
鶴
翼
旨
S
圭

　
δ
虐
峰
①
き
浄
曲
ゆ
π
’
捕
嘩
O
d
囲
傑
臼
伴
。

轟ωN
彊
貼
雌
蓑
嘘
醸
雌
知
舜
嘘
醸
懸
遵
零
d
猷
ぴ
伴
鎌
箕
’
◎
S
薗
π
輩
難
酪
α
天
6
伴
。

◎
S
薗
π
’
漸
爵
×
π
鰐
瓢
ヨ
π
飼
戸
卵
8
菊
藻
叫
ぴ
購
熟
載
菌
餅
出
＞
叫
び
臼
伴
。

⑤
S
薗
π
針
伴
O
d
固
き
蔵
並
ゆ
π
’
鶏
脹
叫
び
蕗
密
菌
嘩
山
踏
叫
ぴ
臼
伴
。

辮
葎
’
冴
暖
薗
δ
黙
黙
脹
伴
舜
ぴ
柑
並
田
蒔
肥
＞
叫
び
臼
氏
。

　
癒
無
痢
郵
蕗
誠
O
㎝
沿
識
ω
温
識
ω
珈
S
曲
ゆ
S
黙
脹
落
梅

　
　
　
　
・
窩
翻
究
添
蕗

　
　
　
　
・
毒
血
痢
添
蕗

　
　
　
　
・
園
雷
蕗

　
　
　
　
・
爵
摯
図
書
蕗

　
　
　
　
・
痢
窩
霊
溜
鰍
雷
蝋
燭
霊
郎

　
　
　
　
・
園
漁
礁

　
画
湿
糠
㎝
並
S
莇
ゆ
e
黙
脹
蕗
廊

　
　
　
　
・
嗣
繍
究
悪
路

　
　
　
　
．
・
図
取
融
一
洲
痢
薄
薄

　
　
　
　
・
誉
掛
珍
溶
血
塀
准
鱗
齢
ゆ
蕗

　
　
　
　
・
輯
肝
岳
除
霜
驚
郎

◎
潮
q
㊥
S
苅
“
野

・
画
期
》
漆
皿
准
購
齢
ゆ
蕗

・
圖
部
寵
熟
究
添
郎

・
樹
蝦
蕗

・
欝
轡
覇
蕗

・
溶
母
珍
溢
泌
類
推
事
由
ゆ
蕗

・
副
番
雌
S
園
熟
S
欝
痢
δ
溜
叫
ぴ
蕗
韓

・
畠
皿
菊
悪
落

・
馴
蔀
蝋
S
園
熟
S
甜
痢
δ
溜
叫
ぴ
蕗
磁

・
弾
詩
牌
落
磐
無
血
准
臨
蕗

・
圓
園
岳
ゆ
蕗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潮
酪
×
算
勘
熊
瀞
掘
磁
針
叫
ぴ
罵
贈
ヨ
δ
岡
G
甜
》
叫
び
臼
伴
。

　
嘩
磁
渉
ぴ
匪
殻
S
掛
群
嘩
漁
耳
ぴ
灘
耕
蒔
つ
ゆ
ぴ
S
d
母
δ
臼
伴
。

※
S
薗
δ
｝
吐
出
》
C
舜
つ
日
代
。

㎝9
◎
S
薗
S
蒸
曽
S
贈
離
遡
煎
π
粛
ぴ
潮
見
伴
舜
’
卵
S
聖
油
π
U
ぐ
レ
バ
蕗
磁
8
溢
謡
δ
膳
U
〈
躍
曲
S
盆

　
熟
　
疎
　
臼
S
佃
煮
箕
ず
＞
割
置
囁
伴
叫
ぴ
口
径
。

　
　
様
式
第
一
号
の
二
中
「
（
第
一
条
の
二
関
係
）
」
を
「
（
第
六
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
号
（
表
面
）
中
「
鵬
ω
O
冷
S
ご

　
を
「
頴
ω
O
勘
S
一
ご
に
改
め
、
様
式
第
二
号
中
「
（
第
六
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
二
条
関
係
）
」
に
改
め
、
様
式
第
三
号
及

び
様
式
第
四
号
中
「
（
第
八
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
四
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

　
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

3
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

O
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
五
号

　
ハ
シ
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）

第
十
六
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
項
を
実
施

す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
第
十
六
条
第
九
項
の
規

定
に
よ
る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
利
用
に
関
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
厚
生
労
働
省
設
置
法
第
十
六
条
第
九
項
の
規
定
に

　
　
　
よ
る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
利
用
に
関
す
る

　
　
　
省
令

　
（
指
針
）

第
一
条
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
長
は
、
厚
生
労
働
省

　
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
六
条

　
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の

　
土
地
、
建
物
、
設
備
等
（
以
下
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）

　
を
地
方
公
共
団
体
又
は
地
域
住
民
等
の
利
用
に
供
す
る

　
た
め
の
指
針
（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も

　
の
と
す
る
。

2
　
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も

　
の
と
す
る
。

　
一
　
利
用
に
供
す
る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地

　
　
等
の
用
途

　
二
　
利
用
に
供
す
る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地

　
　
等
の
範
囲

　
三
　
当
該
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地
等
を
利
用

　
　
に
供
す
る
期
間
の
開
始
日
及
び
終
了
日

　
四
　
当
該
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地
等
を
利
用

　
　
し
ょ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
又
は
地
域
住
民
等

　
　
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
の
遵
守
す
べ
き
事
項

　
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
立
ハ
ン
セ
ン

　
　
病
療
養
所
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

3
　
指
針
は
、
入
所
者
（
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促

　
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
入
所
者

　
の
う
ち
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
入
所
し
て
い
る

・
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
活
環
境
が
地
域
社
会
か

　
ら
孤
立
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
等
入
所
者
の
良

　
好
な
生
活
環
境
の
確
保
を
図
る
も
の
で
あ
る
と
と
も

　
に
、
入
所
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供
に
支
障
が
な
い
も

　
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
と

　
の
調
和
を
図
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
長
は
、
指
針
を
定
め
よ
う

　
と
す
る
と
き
は
、
当
該
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
入

　
所
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

5
　
前
項
の
規
定
は
、
指
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
利
用
者
の
公
募
）

第
二
条
　
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
長
は
、
指
針
を
公
表

　
し
、
利
用
者
を
公
募
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
利
用
）

第
三
条
　
利
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

　
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
（
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の

　
物
品
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

　
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
長
。
第
三
項
及
び
第
四
項
に

　
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
利
用
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

　
　
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表

　
　
者
の
氏
名
及
び
住
所
）

　
二
　
利
用
の
計
画

　
三
　
利
用
し
よ
う
と
す
る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の

　
　
土
地
等
の
範
囲

　
四
　
利
用
開
始
日
及
び
終
了
日

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
厚
生
労
働
大
臣
へ
の

　
提
出
は
、
当
該
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
長
を
経
由
し

　
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国

　
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
長
は
、
当
該
利
用
が
指
針
に
照

　
ら
し
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
意

　
見
を
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す

　
る
。

3
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
針
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養

　
所
長
の
意
見
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
る
申
請
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
国
立
ハ

　
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地
等
を
当
該
申
請
に
係
る
利
用

　
者
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
ハ
ン

　
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地
等
を
利
用
に
供
す
る
と
き
は
、

　
当
該
利
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
国
立
ハ
ン

　
セ
ン
病
療
養
所
の
入
所
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す

　
る
。
現
に
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地
等
を
利
用

　
し
て
い
る
者
に
対
し
、
当
該
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

　
の
土
地
等
を
利
用
に
供
さ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
も
、

　
同
様
と
す
る
。

　
　
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
事
務
は
・
厚
生
労
働
大
臣

　
が
当
該
利
用
に
係
る
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
長
に
行

　
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

　
項
の
規
定
は
、
現
に
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
土
地

　
等
を
利
用
し
て
い
る
者
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
準
用
す
る
。
た

だ
し
、
第
四
項
前
段
の
規
定
は
、
軽
微
な
変
更
に
つ
い

　
て
は
準
用
し
な
い
。
　
　
、

56
　
第
一
．
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
項
前
段
及
び
第
五



⑧
保発第0331020号
平成21年3，月31日

讐繋／殿

厚生労働省保険局長

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等

の一部を改正する法律等の施行について

　「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」（平成

19年法律第110号。以下「改正法」という。）の一部及び「健康保険法施行規則及

び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の

一部を改正する省令」（平成21年厚生労働省令第84号。以下「改正省令」という。）

については、平成21年4月1日より施行されることとなっているが、これらの改正の

主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なき

を期されたい。

記

1　健康保険法の一部改正（改正法第21条及び附則第7条関係）

　社会保険に密接に関わる事業者等（保険医療機関等及び指定訪問看護事業者）によ

る社会保険料の自主的な納付を促進する仕組みとして、長期間にわたって自主的な納

付がない場合には、当該事業者等の指定を認めないこととするものである。

　具体的には、保険医療機関等の指定の欠格事由に、指定の申請に係る病院等の開設

者等が、医療保険又は年金保険の保険料（以下「社会保険料」という。）について、

当該申請をした目の前日までに滞納処分を受け、かっ、当該処分を受けた日から正当

な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社

会保険料のすべてを引き続き滞納していることを追加すること。

　なお、上記の規定は、平成21年4月1日以降に受けた滞納処分について適用する

ものであり、同年7月1日以降の指定における欠格事由となり得るものであることに



留意すること。

　また、厚生労働大臣は、当該指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係

る病院等の開設者等の社会保険料の納付状況について、当該社会保険料を徴収する者

に対し、必要な書類の閲覧等を求めることができるものとすること。

　なお、当該欠格事由に関する具体的な事務取扱いについては、追って通知するもの

であること。

2　健康保険法施行規則の一部改正（改正省令第1条関係）

　現在、保険医療機関等の指定に関する厚生労働大臣の権限を地方厚生（支）局長に

委任していることを踏まえ、社会保険料を徴収する者に対して必要な書類の閲覧等を

求めることができる厚生労働大臣の権限についても、地方厚生（支）局長に委任する

　こと。

3　保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

の一部改正（改正省令第2条関係）

　保険医療機関等の指定の欠格事由を追加することに伴い、指定申請書の様式につい

て、所要の改正を行うこと。


